
平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局)

問今回の改正によって,‘今まで規定のなかった国内航
空運送が商法の適用対象となったということだが，今
までの国内航空運送の実情はどのようなものだったの
か，国内航空運送に関する規定がなくて不都合はなか
ったのか，法務当局に問う｡ ．

1

（答):

1国内航空運送の実情

現行商法では，第2編第8章に陸上運送に関する規律が，
第3編第3章に海上運送に関する規律が定められている。こ
れに対し（，御指摘のとおり），航空運送に関しては規律が
なく，実務上，航空法第106条の認可を受けた運送約款に
よって対応されている。 ‘

名

2航空運送に関する規定がないことによる問題

運送分野については，社会経済の変化に伴って生ずる実務
上の不都合への対応を図るため，約款等の活用が進められて

きたと承知しているものが，運送のような国民にとって身近
な分野のルールが法律の形で存在せず，不明確なままである
のは相当でない。

また；例えば，一部の国内航空運送実務では，最近まで，
運送人の責任を旅客一人につき2300万円に制限する旨の
契約条項が見られる（注）など，具体的な問題も生じていた
ものである。

(己

(注）平成26年末時点では， 41社の国内航空運送事業者の運送約款

において，賠償額の上限を定める条項が設けられていたが，法制審

議会商法部会における議論状況を踏まえ,平成27年7月時点では，
当該条項はいずれも削除されたようである。

－1＆



F＝

（参照条文）航空法

（運送約款の認可）

第百六条本邦航空運送事業者は､運送約款を定め､国土交通大臣の認
可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様であ
る。

2 国十布涌大臣は‐前項の認可か1_f局ルナスル主1斗七の萱準1=F国士交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によ
ってこれをしなければならない。

－公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に
関する事項が定められていること。
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平成30年5月17日（木）
若松謙維議員（公明)

参・
対法務当局

法務委員会
（民事局）

2問今回，航空運送特有の規定は設けられていない。従
来，陸上運送の規定は多くあり， また，海上運送につ
いても海商法という特有の規定群があるが,航空運送
には特有の規定は必要ないのか，、法務当局に問う。

(答）

改正法案では，現行法の陸上物品運送に関する規律に必要
な改正を加えつつウ陸上･海上・航空運送及び複合運送に妥
当する運送契約につ,いての共通の規律を設けることとした(新
商法第8章）が,航空運送にのみ適用される特有の規律を設
けることはしていない（注1）6
航空機による企業活動は, 20世紀に入り発達したもので
あるが， この分野については海商法のような慣習法や独自の
法領域が広く形成されるという経緯はなかった。また，実際
にも，現時点で，航空機や航空運送に関する特有の規律を設
ける必要性は,:特に指摘されていない（注2） 。
そこで，改正法案では，航空運送にのみ適用される特有の
規律を設けることはしないものとしたものである。

(ｱ､．:↑
○

(注1）国際航空運送のうち，二の締約国の領域内にある運送などの所
定の要件を満たすものについては，モントリオール条約の適用を受
け， この場合には，同条約によって自足的に当事者間の法律関係が
規律されることとなるので,基本的には商法の適用はない。 ！
(注2）危険物の通知義務違反についての航空運送の特則の要否
立案に向けた審議過程では，危険物の通知義務違反があった場合の
荷送人の責任につき，航空運送における事故の甚大性等に照らし，航
空運送についてのみ無過失責任とすべきとの意見も見られた。

もっと'も，航空機の墜落のおそれだけでなく，船舶の沈没のおそれ
や列車の脱線転覆のおそれをも考慮すれば,航空運送についてのみ荷
送人に無過失責任を課すのは不合理であることから，総則的規律とし
ては,過失責任とするとの結論に至った。

℃
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この場合には，必要に応じて，無過失責任とする特約を設けること

で，個別に対応することが可能である。
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平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

参・
対法務当局

法務委員会
（民事局)

3問諸外国では,Uber (ウーバー), Lyft(リ
フト）などのいわゆるライドシエアが一般化しつつあ
るが， ライドシェアは商法上の旅客運送に該当する可
能性があるか，法務当局に問う。

（答）

1 改正法案では，新商法第2編第8章「運送営業｣の規定の
適用を受ける者を画する概念として， 「運送人」の定義を定
めている。この「運送人」とは, 「陸上運送，海上運送又は
航空運送の引受けをすることを業とする者｣をいい(新商法
第569条第1号） ，ここでいう 「業とする」とは，一般に,
営利の目的で同種の行為を計画的に反復・継続することをい
うと解されている｡

厚：
○

2 Uber等を用いた自家用自動車による旅客運送

近年，米国等では， 自家用自動車を用いて旅客運送の引受
けを行うサービスがUber (ウーバー) ,Lyft (リフ
ト）等により提供されているようである （注1） （注2） 。
このようなサービスの実態及び法的構成については十分に
承知しておらず，我が国においてもその営業が本格化された
場合にば,道路運送法上の取扱い等を注視する必要があるが，
商法上は， これらの者が営利の目的で旅客運送の引受けを計
画的に反復・継続しているものと認められれば, 「運送人」
に該当し，運送営業の規定の適用があり得ることとなる。

1

も．

(注1)Uber (ウーバー） とは，米国のウーバー、テクノロジー

ズ社が運営する自動車配車ウェブサイト及びアプリをいい，米国
内では，タクシーのほか,一般人の運転する自家用自動車の配車
サービスも提供されている。

我が国のUberでは，現在， タクシーの配車サービスが行

－ 1－



われている。報道によれば，平成27‘年2月には，交通ニーズ

を検証する目的の下,福岡市で自家用自動車の配車サービスを
試験的に行ったが，運転手に「データ提供料」なる対価を支払

っていたため，国土交通省から道路運送法に抵触するおそれが

あるとの指導を受け,同年3月に同試験を中止したようである。

(注2)Lyft(リフト） とは，カリフォルニア州サンフランシス

コに拠点を置く運輸ネットワーク企業であり,Uber (ウーバ

－）の同業者（ライバル会社)である。

乗客はスマートフォンにLyftの携帯アプリをダウンロードし，

登録した上で有効な電話番号及びクレジットカード情報等を入力

しなければならない。乗客は，その後，付近のドライバーへ乗車

リクエストができるようになる。

2012年6月にサービスが開始され、ニューヨーク、サン

フランシスコ及びロサンゼルスを含むアメリカ合衆国の約30

0都市で営業を行っている。

勺
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〃

○

(参照条文） I

道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）

（一般旅客自動車運送事業の許可）

○

第四条 写は．
I

の許可を受けなければならない士交通大臣（

も
＆

（有償運送）

第七十八条自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。

以下同じ。 ）住』一次に掲げる場合を除き，宣償鎚里里垈
供してはならない。

一災害のため緊急を要するとき。

二市町村（特別区を含む。以下この号において同じ。），

特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二

項に規定する特定非営利活動法人その他国士交通省令で定

める者が，次条の規定により一の市町村の区域内の住民の

－2－



運送その他の国士交通省令で定める旅客の運送（以下「自

家用有償旅客運送｣ という。 ）を行うとき。

三公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において，

国士交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送

の用に供するとき｡

(登録）

第七十九条 ヨ家用有償旅客運送を行おうとする者は． 臣

通大臣の行う登録を受けなければならない

Cう、
○
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平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

4問諸外国では，宇宙旅行も開始されているが，宇宙に
おける運送は商法の適用対象となるか，法務当局に問
う。

（答）

’ （先ほど申し上げたとおり， ）改正法案では,新商法第2
編第8章「運送営業」の規定の適用を受ける者を画する概念

として, ｢運送人」の定義を定めている。この「運送人」 と

は， 「陸上運送, ､海上運送又は航空運送の引受けを業とする

ろ 擢菫雫懸菫鱸艫菫蕊態
いないため,α宇宙における運送を行う者は， ここでいう 「運

送人」には含まれない。そのためウ改正法案の施行後も，宇
宙における運送について，商法の運送営業に関する規律は適
用されない。

、

2宇宙における運送のような新たな運送形態については，そ

もそも，輸送の安全の確保や事業の適正力わ合理的な運営等
の観点から， どのような公法上の規律を設けるかという議論

が不可欠であり， このような議論がないまま,商法上の営業

も騨壼謝二職鱸蕊艦窪ぁ
在り方との調和も考慮する必要がある。

このような事情から （，先ほど申し上げたとおり） ，改正

法案では，宇宙における運送については，商法の運送営業に
関する規律を適用しないこととしたものである。

1

(参考）宇宙旅行には，地球を周回するオーピタル（軌道） と弾道飛行

で宇宙に出てすぐに帰ってくるサブオーピタル（準軌道）の2種類
がある。

丁
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オーピタル旅行は， 2001年に米国のスペース・アドベンチ

ャーズ社が実現しており，宇宙船ソユーズで国際宇宙ステーショ

ンまで飛行し， 1週間ほど滞在するという形で, 2009年まで

に7名が参加したようである。

サブオーピタル旅行は，米国の.ヴァージン・ギヤラクテイック

社などにより計画されているが,2014年に同社宇宙船の試験
飛行中のパイロットが死亡する事故があり,商業利用の開始が遅

れているようである。

なお，我が国では，平成28年，人工衛星の打上げに係る許可

制度や人工衛星等の落下等による損害賠償制度（無過失責任）等

について規定した「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関

する法律」が成立したが， 同法律では宇宙旅行については規律さ

れていない｡

一へ

(,,-､ 1
わ び

○

(参照条文）航空法

（定義）

第二条この法律において「航空機」とは，人が乗って航空の用に供す

ることができる飛行機，回転翼航空機，滑空機，飛行船その他政令で

定める機器をいう｡ 〔注：この点に関する政令の定めはない。〕

f〉

℃
1

』

－2－



〃

(木） 法務委員会
（民事局）

平成30年5月17日
若松謙維議員（公明）

参・
対法務当局

5問ライドシェアや宇宙運送などの新しい運送形態は，
まさに［社会情勢の変化」の一環だと思うが，今後，
商法としてはどのように対応するのかj法務当局に問
う。

（答）

． いわゆるライFシェアや宇宙におけIる運送のように，現代社

会における技術の進歩に伴う新たな運送の形態の登場が「社会

情勢の変化」の一環と評価され得ることは,御指摘のとおりで

〃ある｡そして,今回見直しの対象とした新商法第2編第8章｢運
○送営業｣及び第3編T海商」の規定については，今後も必要に
応じて社会経済情勢の変化に対応させていくことが重要である

と認識している。

もっとも， このような新たな運送の形態について，商法の運
送営業の規定の適用があるものとしたり,′商法上にこれらの新
たな運送の形態に即した新たな規律を設けたりすることを検討

するに当たっては（，先ほど宇宙における運送について申し上

げたとおり） ，輸送の安全の確保や事業の適正かつ合理的な運
営等の観点からj どのような公法上の規律を設けるかという議

論が不可欠であり， また,新たな運送形態については，諸外国

(己に藻諭辮 翰餐
議論や諸外国における検討状況等も注視した上で, これらの新

たな運送の形態についての更なる法改正の要否等について検討

してまいりたい。
ノ
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平成30年5月17日（木）
若松謙維議員（公明）

参・
対法務当局

法務委員会
（民事局）

6問そもそも，定期傭船とはどういうものか， また，定
期傭船に関する規定を新設する趣旨及び背景について，
法務当局に問う。

（答）

1 定期傭船の意義

実務上， 「定期傭船」 とは，船舶所有者等が船員を配乗し
た特定の船舶を－定の期間定期傭船者に利用させる契約のう
ち，一定の条項（注1）を含むものをいうといわれている。

窓Ⅶ
2定期傭船に関する規定を新設する趣旨及び背景
現代の実務では，世界的に，他人の船舶によって海上企業
経営を行う形態として，定期傭船が広く利用されている。
しかし，現行商法には，定期傭船に関する規定がない。そ
のため，一般の利用者からは定期傭船をめぐる基本的な法律
関係を把握することさえ困難である｡また，裁判例や学説に
おいても，定期傭船の法的性質を始めとして,種々の争いが
ある（注2）ことから,過去の裁判例や学説を踏まえるだけ
では，紛争が生じた場合の予測可能性を欠いている。
このほか，近年，海商の分野の法改正を行ったドイツ， フ
ランス， 中国，韓国などの諸外国においても，定期傭船に関
する規律が明文化されている。

そこで，改正法案では,内外の社会経済情勢の変化に対応
するという観点から，定期傭船契約の基本的な内容を示す冒
頭規定を設けるなど,商法に定期傭船に関する規律を新設す
ることとした。

℃

(注1）

①

②

具体的には，次のような条項が含まれている。

船舶の貸渡し及び返還について定める「船舶貸借約款」
船舶を定期傭船者の使用に委ねる｢船舶使用約款｣

－ 1－
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③船長その他の船員が定期傭船者の指示に従うべき旨を定める
「船員使用約款」

④船員の行為につき不満があるときは,定期傭船者は船舶所有
者等に対してその交替を要求し得る「不満約款」 。

⑤運航経費を定期傭船者が負担すべき旨の「純傭船約款」

(注2）定期傭船の法的性質をめぐる学説は，特に定期傭船者が衝突の

相手方などの第三者に対してどのような地位に立つかという点を中心
に，極めて多岐にわたる。 〆

まず,定期傭船を運送契約又はその変形とみて,船舶の使用収益権
を持たない定期傭船者については，船舶賃借人に関する規律（現行第
704条第1項）は及ばないとする幾つかの学説がある。

他方で，定期傭船を船舶賃貸借と労務供給契約との混合契約とみた

り，船舶賃貸借の要素を包含する特殊な契約とみたり，海上企業の有

機的組織単位全体の賃貸借契約とみるなどして,定期傭船者について，
船舶賃借人に関する規律が及ぶとする幾つかの学説がある○

そのほか，定期傭船の法的性質から演鐸的に法律関係が定まるもの

ではなく，具体的な問題ごとに検討すれば足りるとする学説も主張さ
れている。

(>､ ‘
､ 守 り
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平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

7問定期傭船の定義規定に
意味か，法務当局に問う。

「 ．艤装」 とあるが, どういう

（答）

改正法案では,定期傭船契約について， 「当事者の一方が礒装
した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の
利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を
支払うことを約することによって、その効力を生ずる」契約で
あると定義している（新商法第704条） 。

この「艤装｣ とは，航海に必要な装備を備えることをいう‘
具体的には，船舶に適当な錨やレーダーなどの属具のほか，海
図など航海に必要な書類を備えることをいう。

色

（参照条文)改正法案
よう

‘ （定期傭船契約）
よう ． ぎ

第七百四条定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗
＝

り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、
相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、
その効力を生ずるb
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平成30年5月17日（木）
若松謙維議員(公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

8問定懲雛鼎聯琴蔑灘鶴嘉肇蔑婁喬
について，法務当局に問う。

(答）

1それぞれの意義

（先ほど申し上げたとおり， ）改正法案にお瞥蕩は,定期
傭船契約とはj船舶所有者など当事者の一方が艤装した船舶
に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間定期傭船者の利
用に供することを約し，定期傭船者が傭船料を支払うことを
約する契約をいうこととした（新商法第704条） 。
これに対し，船舶賃貸借とは，基本的に，他人の所有する
船舶を賃借し,商行為をする目的でこれを航海の用に供する
ことをいう(注） 。

/ﾇｰ．､，
lr．
1

○

2 両者の異同

定期傭船と船舶賃貸借は，いずれも，船舶の利用に関する

契約として位置付けられる点で共通する。船舶の利用者は，
定期傭船においては定期傭船者であり，船舶賃貸借において
は賃借人である。

他方で，定期傭船と船舶賃貸借は，船舶を艤装し，船員を
乗り組ませる者が誰かという点が異なっている｡すなわち，
定期傭船においては，船舶を艤装し，船員を乗り組ませるの

は，船舶所有者であり，船舶の利用者である定期傭船者では

ない。これに対し，船舶賃貸借では，船舶を艤装し，船員を
乗り組ませるのは,船舶の利用者である賃借人であり，船舶
所有者ではないという点に違いがある。

℃

(注）本文に対し，例外的に，船舶賃貸借の登記をしたときは対抗力が

認められる旨の規定（新商法第701条）のように，商行為をするI
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目的で船舶を航海の用に供するか否かを問わず，単に船舶を目的物
とする賃貸借を「船舶賃貸借」 という場合もある。

（参照条文）改正法案
よう

(定期傭船契約）
よう ぎ

第七百四条定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗
り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、
相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、、
その効力を生ずる。
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一

平成30年5月17日 （木） 参・法務委員会
若松謙維議員（公明） 対法務当局（民事局） ．

溌
（答）

（委員御指摘のとおり， ）改正法案では，海上の個品運送契
約に関し，荷送人は，発航前に運送賃の全部を支払ってこれを
解除することができるとしつつ,解除によって運送人に生ずる
損害の額が運送賃の全額を下回るときは，その額の支払で足り
ることとしている（新商法第743条第1項） （注)｡
運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を.下回る具体例とし

ては，発航予定時期よりも相当期間前に個品運送契約が解除さ
れたような場合が挙げられる｡このような場合には,運送人は，
それによって空いたスペースを利用して新たな運送契約を締結
し，同程度の運送賃を得ることが可能であり，その損害額が低
廉になることがあり得ると考えられる｡
なお，委員から,荷送人は，運送人に生じた損害の額を知り得
ないのではないかとの御指摘があったが，損害の額,､ひいては
解除の効力の有無に争いが生じた場合には，当事者問での任意
の交渉やその後の訴訟等の法的手続を通じて，運送人に生じた
損害の額の立証がされていくこととなると考えられる。

止伝案では，
契約の解除li
全額を下回層
滉定していそ
り,損害額ｶ
ｳﾐ進んで申l
菫縢に滴田自

古lnr の発航前の解除について
送人に生ずる損害額が違
その損害を賠償すれば足
謨を知っているのは運送
下回るような場合には,
|ま期待しにくいと思われ
Iまあり得るのかブ適用さ
辻どういう場合か．洪懲
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（注）この規律は，一部航海傭船契約の解除にも準用されている（新商
法第755条） 。
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（参照条文）改正法案

（荷送人による発航前の解除）

第七百四十三条発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払っ
て個品運送契約の解除をすることができる。ただし、個品運送契約の
解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、
その損害を賠償すれば足り.る。

2 前項の規定は、運送品の全部又は一部の船積みがされた場合には、
他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。こ
の場合において、荷送人は、運送品の船積み及び陸揚げに要する費用
を負担しなければならない。

"串一己

{:『『､
／

$

○

I

1

とj
L，
、

0

／

●

.､2．．



平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員(公明）

参・
対法務当局

法務委員会
（民事局）

10間仮に， 9問で相当期間前に解除した場合には損害
額が運送賃を下回るという答弁になるのであれば，そ
こでいう 「相当期間」 とはどの程度になるのかぅ法務
当局に問う。

（答）

先ほどの御質問に対して申し上げた事例における相当期間に
ついては，例えば,荷送人による個品運送解除の結果生ずるこ
ととなる新たなスペースの大きさ，船舶の目的地に対する物品
の運送の需要同じ目的地を目指す他の船舶の有無やその発航
時期の差異等を踏まえた代替手段の有無などによって異なり得
るものである｡

そのため』先ほど申し上げた「相当期間」がどの程度の期間
かをお答えすることは，困難である6
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（参照条文）改正法案

（荷送人による発航前の解除）

第七百四十三条発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払っ

て個品運送契約の解除をすることができる。ただし､:個品運送契約の

解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、
その損害を賠償すれば足りる。

2前項の規定は、運送品の全部又は一部の船積みがされた場合には、
他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。こ

の場合において、荷送人は､運送品の船積み及び陸揚げに要する費用
を負担しなければならない｡
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平成30年5月17日（木）
若松謙維議員（公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

11問個品運送の規定は，非航海船にも準用されるどあ
るが，非航海船と航海船を区別する趣旨について，法
務当局に問う。

（答）

1 商法第3編「海商」は,船舶による海上企業経営をめぐる

法律関係を定めており， ここでいう船舶とは，航海船，すな

わち商行為をする目的で航海の用に供する船舶をいうとされ

■ ている（新商法第684条） 。

恩Ⅲ そして,学説上,この｢航海の用に供する｣ という要件に
おける「海」の意義については，①概念の明確性等を重視し

て,平水区域（注1）を含まないと解する伝統的な通説と，

②海の範囲は社会通念によるべきであるとする近時の有力説

とが対立している状況にあり，第3編の規定が平水区域に関

する事項に適用があるかについては,見解が分かれている(注

2） （注3） （注4） 。

2改正法案では,このような学説の対立状況を勘案し,また，

海商法中の各制度の趣旨によらずに一律に適用範囲を定める

(ご■晨臺鰯高農､暴繼鵠遼慨菖宝は，基本的
ただし,商法第3編のうち，新第3章から第5章まで（海

上物品運送に関する特則，船舶の衝突，海難救助）について

ば現行の規律のうち運送契約の実態や条約の規律に適合せ

ず不合理なものとなっている部分を改めるため，非航海船，
すなわち「海」以外の水域において航行の用に供する船舶と

いう概念を用いた上で，非航海船にこれらの章の規定を準用

することとし,先ほど申し上げたいずれの見解を採るかにか

かわらず，平水区域に関する事項にもこれらの章の規律を及

ぼすこととした（新第747条，第791条，第807条）。
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（注1）船舶安全法施行規則における平水区域の定め方は,一般に，陸

岸により囲まれ,外海からの波の侵入が妨げられる地形であること,

気象及び海象が年間を通じて静穏であること,海岸までの距離が小

さく，非常時の乗船者の避難が容易であること等が基準とされてい

る。平水区域を航行区域とする船舶については，船舶検査証書の有

効期間が伸長され，船舶職員の乗組み基準が異なるなど，沿海区域

・近海区域･遠洋区域を航行する船舶とは異なる規律が定められて

いる。

（注2）近時，船舶先取特権の成否に関し，伝統的な通説に立ち，瀬戸

名』 内海平水区域を航行区域とする船舶について，船員の船舶先取特権は成立しないとした裁判例があった（広島地裁平成27年11月2

5日判決・裁判所ホームページ） 。

（注3）船主責任制限法所定の｢航海の用に供する」という要件に関し，

東京湾平水区域を航行区域とする船舶について，その航行は｢航海」

に当たらないとして，責任制限手続の適用を否定した裁判例（東京

高裁平成7年10月17日決定・判夕907号269頁）がある。

なお，責任制限手続の適用を否定する方が，被害者救済に資するこ

ととなる。

（注4）本文の伝統的な通説の根拠の一つとして，海商法は,広大な海
洋を航行し，したがって相当規模が大きく組織も複雑な船舶を対象

(6としているという前提があると指摘されている。

ー

（参照条文)改正法案

（定義）

第六百八十四条この編（第七百四十七条を除く。 ）において「船舶」

とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶（端舟その他ろかい
のみをもって運転し､又は主としてるかいをもって運転する舟を除く。）

をいう。

（非航海船による物品運送への準用）

第七百四十七条この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川､港湾

その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶（端舟その他ろ

0
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かいのみをもって運転し、又は主としてるかいをもって運転する舟を

除く。以下この編において「非航海船」 という。 ）によって物品を運

送する場合について準用する。

（非航海船との衝突等への準用）

第七百九十一条前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準

用する。

（非航海船の救助への準用）

第八百七条この章の規定は、非航海船又は非航海船内にある積荷その

他の物を救助する場合について準用する。
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平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

12問航海船同士の衝突及び航海船と非航海船との衝突
について･は商法に規定があるが，非航海船同士の衝突
については商法上規定がない。非航海船同士の衝突の
場合はどうなるのか， また,なぜ規定を設けなかった
のか，法務当局に問う。

(答)

’御指摘のとおり，改正法案では,航海の用に供する船舶（航

海船)が他の航海船と衝突した場合の規律（新商法第788
条から第790条まで）や，航海船と専ら湖川，港湾その他
の海以外の水域において航行の用に供する船舶（非航海船)
とが衝突した場合の規律（新商法第791条)を設けている

が’非航海船が他の非航海船と衝突した場合の規律を設けて
いない。

そのため,非航海船が他の非航海船と衝突した場合につい

ては’短期消滅時効などの商法が定める船舶衝突の規律の適

用はなく，民法の規定に従って，当事者問の権利関係が決せ
られることとなる。

恩

2 非航海船が他の非航海船と衝突した場合については，主要

先進国を含む多くの国が加盟する「船舶衝突二付テノ規定ノ

統一二関スル条約」 （衝突条約）においても，規律がなく，
また，多数の利害関係人の間の権利関係を早期かつ画一的に

確定するという短期消滅時効等の趣旨は必ずしも妥当しない
と考えられる6

そこで，改正法案では，非航海船が他の非航海船と衝突し

た場合について民法の特則を設けることとはしなかつたもの
である（注） 。

も’

、

(注)非航海船同士の衝突の場合であっても，比較的大型の非航海船が

91

－1 ，．



関与する場合など，多数の利害関係人との間における権利関係の早期

かつ画一的な確定という趣旨が妥当する場合には,商法の規定が類推
適用される余地はある。 ‘
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〆

平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員(公明）

！ 参・法務委員会
対法務当局（民事局）

13問準衝突とはどのようなものか,その具体例を含め，
法務当局に問う｡

(答）

1準衝突の意義・具体例

船舶の準衝突とは，船舶の物理的な衝突には至らないもの
の，航行に関する行為等により他の船舶に著しく接近し,当
該他の船舶又は当該他の船舶内の人や物に損害を加えること
をいう。

例えば，船舶が他の船舶に著しく接近したごとにより，強
力な渦巻きを発生させて当該他の船舶内の人や物に損害を加
えたり， 当該他の船舶が衝突を回避しようとして第三船に衝
突し又は座礁したりする場合をいう。

○

《

、

》

、
ＩＣ

2新設理由

現行法では,船舶の準衝突に関する規律はない。

しかし（，先ほど申し上げたとおり,主要先進国を含む多
くの国が加盟する） 「船舶衝突二付テノ規定ノ統一二関スル

条約」 （衝突条約）においては，船舶の準衝突の場合にも，

lも鑿季駕 喜美麓脇鰯 蓋
状況はほとんど変わらない。

そこで,改正法案では，衝突条約の規律に合わせ，船舶の
準衝突に船舶の衝突に関する規律を準用し,船舶の準衝突に
関する規律を設けることとした（新第790条） -。

ハ

（参照条文）

○衝突条約

第13条船舶力其ノ運用上ノ作為若ハ不作為又ハ規則ノ違反ニ因り他

〉
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ノ船舶又ハ其ノ船舶内二在ル物若ハ人二生セシメタル損害ノ賠償二付テ
ハ衝突アラサリシ トキト錐価本条約ヲ適用ス

〃
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平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局)

14問海上運送状とは何か，現在，実務によってどのよ
うに使用され， どのような役割を果たしているのか，
このような規定を設ける趣旨は何か,法務当局に問う。

(答）

1海上運送状の意義等

海上運送状とは，海上物品運送契約による運送品の受取又
は船積みを証し，かつ，運送契約の内容を知らせるため,船
荷証券に代えて，運送人が荷送人又は傭船者に対して発行す
る運送書類である。

現代では，船舶の高速化により，船舶が到達港に到着した
時に船荷証券が荷受人に届いていない事態が生じ， 1990
年代以後貿易実務では，受戻証券性を有しない海上運送状
の利用が拡大しj既に幅広い取引で利用されるに至っている
（注1） (注2） 。

名

2規定を設ける趣旨

そこで，改正法案では， このように貿易実務で重要な地位
を占める海上運送状について）規律を明確化する観点から，
新たに規定を設け，その記載事項を明らかにするとともに，
船荷証券の交付義務との関係等を明らかにすることとしてい
る(新商法第770条） 。

ノ 、

k

b
1

(注1）海上運送状は，当初，例えば，①グループ企業間の売買取引や
十分に信用のある特定の当事者間の売買取引に基づく物品運送のよ
うに，荷受人の本人確認が比較的容易な事案，②近隣諸国の事業者
との売買取引に基づく物品運送のように，運送が短時間であり，そ
の間の物品の転売が予定されない事案などから利用されてきたよう
である。

(注2）海上運送状を利用することで，運送人にとって荷受人が誰であ
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るかを明らかにしつつ，後日，善意の船荷証券所持人（真の権利者）

が現れて運送人が債務不履行の責任を負うリスクを回避することも
可能となる｡

（参照条文）改正法案

第七百七十条運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運

送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を

交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後

は､荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上

運送状を交付しなければならない。

2海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

－第七百五十八条第一項各号(第十一号を除く。）に掲げる事項(運

送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては､同項第七
#‘号及び第八号に掲げる事項を除く｡ ）

二数通の海上運送状を作成したときは、その数

31 第一項の運送人又は船長は､海上運送状の交付に代えて､法務省令
で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状

に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場

合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみ
なす。

4前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されていると

きは、適用しない。

届！

一

(己
一
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、
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参。法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

15間改正法案でいう 「電磁的方法（電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方
法であって法務省令で定めるもの） 」の中にファクシ
ミリは含まれるのか，法務当局に問う｡

（答）

1 現代の運送の実務においては,情報を提供するに当たり,

電子メール等の電磁的方法が用いられることが少なくないd

そこで，改正法案においては,荷送人が運送人に対して交

名' 鱸淵菫菫: 記彗灘震聲墓
供するに当たりタ電子メールなどの電磁的方法によることを
許容することとした（注） 。

2そして，改正法案では, この電磁的方法について， 「電子
情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって法務省令で定めるものをいう」としており

(新商法第571条第2項） ，今後制定する法務省令におい

ては，電磁的方法の中にファクシミリを含めることを予定し

ている。

℃
(注)本文のほか，次のような改正も行っている。すなわち，改正法案

では,運送人が荷送人からの通知に従って船荷証券を作成する場合

における当該通知について,電磁的方法によって行うことを許容す

ることとしている（新第759条第1項) 。

（参照条文）

○電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律

（平成十三年法律第九十五号）

（定義）

－1－



0

第二条 1 ． 2 （略)

3 この法律において「電磁的方法」 とは、電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。

4 この法律において「電子承諾通知」 とは､契約の申込みに対

する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対

する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等（電子計算

機、コァクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同

じ。 ） と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等と

を接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うもの
／
d

をいう。

客 ●
ダ

℃

し
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参・法務委員会
対法務当局（民事局）

平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

16問国内海上運送においては，船荷証券や海上運送状
を交付する実務は一般的でないとされているが，今回
の改正により，国内海上運送についての実務を変え，
運送人は船荷証券又は海上運送状を交付しなければな
らなくなるのか,法務当局に問う。

（答）

改正法案では，運送人又は船長は，荷送人等の請求により，

船荷証券や海上運送状を交付しなければならないものとしてい

ちる繊警=麗看灘鰯,7畷｡'薑総 毛
は,船荷証券や海上運送状を発行しない取扱いが一般的である
ようである6
そして，そのような商慣習,すなわち国内海上運送の実務に

おいて船荷証券及び海上運送状が発行されていないとの商慣習

があると認められる場合には；その商慣習に従い,運送人は船

荷証券又は海上運送状の交付義務を免れるものと考えられる(商
法第1条第2項） (注2） 。

したがって，改正法の下でも， このような商慣習の存在が認

められる場合には，運送人は，船荷証券又は海上運送状の交付

も義務を負わないものと考えられる。
（注1）改正法案の下では，船荷証券が交付された場合には海上運送状

の交付義務が免除され（新商法第757条第3項） ，海上運送状が交

付された場合には船荷証券の交付義務が免除される（新商法第770

条第4項） 。

(注2）商法第1条第2項では，商法に定めがない事項については商慣

習に従うと規定されているが，判例上，商法に定めがある事項に反

する商慣習も認められている（法定記載事項を欠く手形を無効とす

る|日商法第445条（手形法第2条第1項）の規定にかかわらず，

.、 1－



満期を空白とした白地手形を有効とした大審院大正15年10月1

8日判決など） 。

（参照条文)商法

(趣旨等）

第一条 （略）

2 商事に関し， この法律に定めがない事項については商慣習に従い，

商慣習がないときは，民法（明治二十九年法律第八十九号）の定める

ところによる。

い
○

r

(も

、

ー

－2－



』

平成30年5月17B (木）
若松謙維議員（公明)

参・法務委員会
対法務当局（民事局）
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（答）

1 改正の趣旨

（委員御指摘のとおり， ）現行商法は，倉庫営業における

寄託物に関する有価証券について,倉荷証券1枚の発行のみ

名■謡寡重 蕊瀧憲勇'2憩購鯛愚
度，すなわち複券主義の双方を併用している（現行商法第5

98条，第627条第1項） ・

しかし，現代では,実務上，複券主義の制度は利用されて

いないため，改正法案では， これに関する規律を削除するこ

ととした。

2 実務への影響

このように，現代における倉庫営業の実務では，複券主義
の制度ば全く利用されていない（注） 。したがって, これに

Iも寵勇篭菫蟄購ごととしても，実務に対する影響はな
(注）国土交通省が作成し，倉庫証券を発行する業者が用いる「標準倉

庫寄託約款（甲） 」でも，倉荷証券の交付義務は定められているも

のの，預証券及び質入証券についてはその交付義務自体が定められ

ていない。

（参考）標準倉庫寄託約款（甲）

（倉荷証券の交付)

第13条当会社は、受寄物に対して、寄託者の請求があったときは、

－1－



倉荷証券（以下「証券」 という。 ）を交付する。

（参照条文）商法

（預証券・質入証券の発行）

第598条倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因り寄託物ノ預証券及上質入

証券ヲ交付ス．ルコトヲ要ス

（倉荷証券の発行）

第627条倉庫営業者八寄託者ノ請求アルトキハ預証券及上質入証券

二代ヘテ倉荷証券ヲ交付スルコトヲ要ス

２Ｐ
Ｃ

(略）

0

I己

）

』
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平成30年5月17日 （木）
若松謙維議員（公明）

参・法務委員会
対法務当局（民事局）

18問改正法案の施行期日は， 「公布の日から起算して
1年を超えない範囲内において政令で定める日」 とさ
れているが，例えば1月1日や4月1日などきりの良
い日にするなど，具体的な施行日の見通しはあるか，
法務当局に問う。

（答）

（委員御指摘のとおり，）改正法案では，商法及び国際海上
物品運送法を改正する部分の施行期日について, 「公布の日か

いち起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」 と
○している。
現時点において， この｢政令で定める日」 ，すなわち施行期

日をいつとするのかについて明確なお答えをすることは困難で
． あるが，改正法案が国民の日常生活や経済活動に広く影響を与
え得るものであることからすれば，御指摘のような社会生活上

の区切りが良いとされている日を選択するというのも重要な観
点であると考えられる。

■改灌薑壽冑曼笙謹箪蕊睾烏瞭毒 鰯皆鴎
踏まえ，

亜

検討して まいりたい。

{己 （参照条文）改正法案
附則

（施行期日）

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十

二条の規定は、公布の日から施行する。

ノ
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